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はじめに 

2026年4月から社会全体で子育て世帯を支えるための

財源を安定的に確保することを目的に、「子ども・子育

て支援金」制度が創設されます。既存の「少子化対策予

算」の一部を“支援金”という新しい仕組みで補う予定で、

企業にも実務対応が求められます。以下、その内容につ

いて解説します。 

 

制度の概要 
「子ども・子育て支援金」は、現在の医療保険制度の中

に位置づけられ、健康保険料と合わせて徴収される見込

みです。（介護保険料と同様の仕組みで労使折半となる

見込みです。） 

 

支援金の使途は、次のような少子化対策関連施策に充て

られる予定です。 

 

 保育所・学童保育等の拡充 

 児童手当の拡充（所得制限撤廃・給付増額） 

 育児休業中の所得保障強化 

 妊娠・出産期からの伴走型支援 など 

 

企業・従業員の負担イメージ 
被用者保険の被保険者に対する金額は、標準報酬月額

(標準賞与額)×支援金率（約 0.3％〜0.4%程度）で計

算された金額を労使折半となる見通しです。仮に月給

30 万円の従業員であれば、事業主・本人ともに月約450

～600 円ずつ負担するイメージです
※

。 

※支援金率は 2025 年 11 月 17 日現在で未確定です。 

給与計算実務上の留意点 

(1) 保険料率の改定対応 

支援金制度の開始は 2026 年 4 月（5 月納付分）からの

予定ですが、例年同時期に通常の健康保険料・介護保険

料の改定（例：毎年 3 月頃）も行われるため、保険料率

の改定情報についても注意してください。 

 

(2) 端数処理の取り扱い 

支援金の計算は「標準報酬月額 × 支援金率（小数点以

下は切り捨て）」となる見込みです。 

 

(3) 給与明細上の表示 

従業員への説明責任を考えると、可能であれば「健康保

険料（うち支援金〇〇円）」など、明細書や社内掲示で情

報を可視化してもよいでしょう。 

 

就業規則・社内制度への影響 
支援金は保険料と同様の性格を持つため、原則として就

業規則改定などの必要はありません。ただし、以下のよ

うな関連分野では影響が出る可能性があります。 

 

 会社負担分の社会保険料の増加 

→人件費予算や労務費計画への反映が必要。 

 産休・育休中の保険料免除の扱い 

→支援金分も免除対象とする方向で検討中。 

 

まとめ 
「子ども・子育て支援金制度」は、今後数十年にわたり

少子化対策の財源として定着していくと見られます。中

小企業にとっては、負担額そのものはそれほど大きくあ

りませんが、給与計算・社会保険手続きの改定対応を確

実に行うことが求められます。本件に関する新しい情報

に引き続きご注意ください。 

  

子ども・子育て支援金制度 

の創設について 

2026 年 4 月から、少子化対策の促進のため、健康保

険料、介護保険料に付加して納める「子ども・子育て

支援金」制度が始まります。 
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はじめに 

現在、健康保険において被保険者（従業員）の家族が「被

扶養者」として認定を受けるためには、被扶養対象者の

年間収入が一定の基準を下回ること、かつ被保険者の年

間収入の２分の１未満であることが要件となっていま

す。 

 

具体的には、原則として「年間収入 130 万円未満（60

歳以上または一定の障害者の場合は 180 万円未満、19

～23 歳（配偶者を除く）なら 150 万円未満）」という

水準が設けられています。 

 

今回、2026 年 4 月 1 日以降の認定日分から、被扶養者

認定の際の「年間収入」の考え方・判定方法が改正され

ることになりました。以下、現時点の情報を解説します。 

 

改正の内容 
従来は「実績収入」「現時点の収入」「将来の見込み」な

どを総合して認定対象とする運用がされていました。

2026 年 4 月以降は、労働契約で定められた賃金から見

込まれる年間収入等を基準に認定する運用が明確化さ

れます。 

 

具体的には、労働契約書に記載された賃金を年収換算し

て認定判断を行うことが見込まれます。例えば時給と週

所定労働時間に応じて、次のように年間収入を計算する

ことが想定されます。 

 

例： 

・1,100 円×週25 時間×年間52 週＝143 万円 

⇨ 扶養認定されない 

 

・1,200 円×週20 時間×年間52 週＝124.8 万円 

⇨ 扶養認定される 

含まれる収入とは 
この年収換算において、臨時的な収入（ボーナス・賞与・

繁忙期の残業代など）が発生して年間収入が基準を超え

ても、社会通念上「臨時的」と判断される範囲内であれ

ば、被扶養者の認定を直ちに取消す必要はない、との見

解が示されています。（逆に、「ボーナスは基本給１ヶ月

分」などと明記されているものについては、臨時的なも

のと判断されない可能性があるでしょう。） 

 

労働契約書がない場合 
労働契約内容を確認できる書類がない場合は、従来通り

勤務先から発行された収入証明書や課税（非課税）証明

書などにより年収要件を判定します。 

 

これらの証明書の年間収入が基準金額を超えていたと

しても、臨時収入部分が社会通念上妥当な範囲であると

認められた場合は、必ずしも扶養認定は取り消されませ

ん。もちろん、被扶養者となるために不当に労働契約上

の賃金を低く記載していたことが判明した場合などは、

扶養認定が取り消されることがあります。 

 

労働契約変更の場合 
被扶養者となる人の労働条件（賃金・勤務時間・契約期

間）に変更があった場合、その内容に基づいて認定をあ

らためて実施する必要があります。 

 

つまり、扶養手続きを担当する事業所では、従業員の被

扶養者の労働契約内容（契約更新、勤務時間変更、昇給・

降給、契約期間の変更など）をチェックする必要が発生

する見込みです。 

 

現実的には年 1 回程度行われる扶養調査の都度、被扶養

者の「最新の労働契約書」の提出を求めるような事務が

想定されます。 

  

被扶養者の収入要件確認の際の

ルール変更について 

2025 年の年末調整では、税制改正を受けて、所得控

除やいわゆる「年収の壁」の見直しに関連した被扶養

者の収入確認方法等が変わります。 
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はじめに 
2025 年 10 月、高市首相は厚生労働省および関連機関

に対し、労働時間規制の見直しを検討するよう指示しま

した。 

 

この指示は、現行の時間外労働（残業）上限や勤務時間

制度が「柔軟な働き方」や「人材活用」の障壁になって

いるという認識を背景にしています。以下、この労働時

間規制見直しについて現時点の情報を解説します。 

 

検討の対象 
現時点で、具体的には「残業上限規制」「裁量労働制・フ

レックスタイム制等の拡大」「働き手の選択を尊重する

勤務時間制度の整備」などが検討対象と報じられていま

す。ただし「緩和＝無制限」というわけではなく、「心身

の健康維持」と「労働者の選択」を前提として、過労・

健康リスクに配慮しながらの慎重な議論が求められて

います。 

 

主な論点 
以下に、労働時間法制の規制緩和にあたって、現在議論

されている主な論点を整理します。 

 

1. 残業時間の上限規制の再検討 

現行制度では、働き方改革関連法により、原則として時

間外労働の上限は月 45 時間・年 360 時間と定められて

おり、特別条項付きの場合でも月 100 時間未満・複数

月平均 80 時間以内などの基準が設けられています。 

 

規制緩和の方向では、このような上限を柔軟化する、あ

るいは選択制を設けるといった検討が始まっています。

例えば、働きたい人がもっと働けるようにという観点か

ら、勤務時間の上限を引き上げたり、残業を含めた勤務

スケジュールの選択肢を増やしたりする案です。  

2. フレックスタイム・裁量労働・ 

高度プロフェッショナル制度の拡大 

時間に縛られない働き方を実現するため、フレックスタ

イム制や裁量労働（企画・管理型）・高度プロフェッショ

ナル制度（高プロ）などの活用拡大も検討されています。

制度設計によっては、労働時間の管理手法を変えること

で、「働く時間を本人が選べる」方向性が示されていま

す。 また、報道では「年収要件」「専門性要件」などの

要件緩和の可能性なども指摘されています。 

 

3. 副業・兼業・収入確保との関連性 

高市政権では少子化・人手不足対策の一環として、働き

手の収入確保やキャリアの多様化を意識しています。報

道では、「残業代が減ったために慣れない副業を余儀な

くされ、健康を損ねる可能性がある」といった観点から、

労働時間規制の硬直性を見直す必要性が語られていま

す。 こうした背景から、柔軟な労働時間制度を通じて、

収入・働き方の選択肢を広げるという政策意図がうかが

えます。 

 

4. 健康確保・過重労働防止とのバランス 

議論のなかでも特に重要なのが、「緩和＝長時間労働の

容認」ではないという前提です。高市首相指示の文言に

も「心身の健康維持」というキーワードが明記されてい

ます。専門家・労組側からは、これまでの過労死・過重

労働是正の流れを逆行させる懸念も示されており、制度

としては「自由な選択」と「健康・安全の確保」という

二つを両立させる設計が求められています。 

 

制度設計・運用実効性 
制度が形だけの「緩和」にならないよう、実務運用面で

の整備が重要でしょう。例えば、残業上限引き上げや高

度プロフェッショナル制度の「選択制」の導入時には、

本人の同意の「自発性」や「選択撤回の権利」の確保を

どのように組み込むかが重要になるでしょう。  

新政権による労働時間規制緩和 

の内容について 

高市内閣が組閣後早々に示した労働時間規制の見直

し方針について、どのような検討がされているのか、

現時点の情報を解説します。 
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はじめに 

ChatGPT が瞬時に答えを出す時代、私たちは効率化の

波に飲み込まれ、「すぐ役立つ」情報ばかり追いかけて

います。しかし博覧強記の知の巨人として知られる著者

は、77 歳の今もあえて逆を行きます。一日 12 時間の読

書、風呂でもトイレでも本を手放さない姿には深い哲学

があります。 

 

偶然を味方にする「散木」の哲学 
著者は魚が好きで水産会社に入社しましたが、配属はコ

ンピューター部門。「3 日で辞めよう」と思ったそうです

が、4 日目にデジタルの面白さに気づき、10 年近く勤

めることになったといいます。「来たバスには乗ってみ

る」この精神が人生を豊かにします。 

 

本書では中国の古典「荘子」の「散木」の話が紹介され

ています。建築に使いやすい木は若いうちに伐採されま

すが、曲がっていて役に立たないと判断された木は伐ら

れず、100 年後には神木として崇められる。流行りのス

キルはすぐ陳腐化しますが、ニッチな分野で積み上げた

経験は、時間とともに希少価値を生むのです。 

 

「0 点主義」で AI を超える 
本書が提唱する 0 点主義とは、失敗を恐れず未知の課題

に挑む姿勢を指します。100 点を目指す競争では多くの

人が消耗戦を強いられますが、誰も手をつけない 0 点の

分野なら独擅場を築けます。著者自身、妖怪研究や幻想

文学といった当時誰も関心がなかった分野を開拓し、

「帝都物語」350 万部のベストセラーにつながりました。 

 

AI は「何（What）」には答えられても「なぜ（Why）」

を問うことはできません。情報整理では人間は AI に勝

てませんが、「違和感」を感じ取る力は人間だけのもの

です。完璧を目指すより、0 点を恐れずに挑戦すること

で道が開けると著者は説きます。

わからないことは「埋蔵金」になる 
「わからないことをわからないまま残しておくと、後に

埋蔵金となって活きてくる」と著者は指摘します。理解

できないことをすぐ片づけずに心の中に置くことで、後

に新しい発見へとつながるのです。批判的に読むのでは

なく、まず受け入れてから咀嚼するという姿勢が創造的

批判力を育てます。翻訳作業で辞書を引いても意味がは

っきりしない文章に出会ったとき、そのまま先を読み進

めると、後から出てきた情報で自然にわかることが多い

と著者は述べています。すぐに答えを出そうとする現代

に対し、「バカになる勇気」の大切さが強調されていま

す。 

 

アマチュア精神という最強の武器 
西洋では、利益を期待せず純粋に学ぶアマチュアこそが

尊敬されます。プロフェッショナルは金銭的成功を求め

ますが、アマチュアは好きだから打ち込みます。この違

いが長期的には決定的な差を生むと著者は説明してい

ます。「人生なんて死ぬまで恥のかき通し」という失敗

を恐れず、間違える権利を行使することが人間らしい知

的生活です。何かをあきらめることで、別の可能性が開

けます。「不人気なものの中から宝を見つけるには、何

でも食ってやるという精神が必要」という言葉に、長い

人生を支える知の姿勢が凝縮されています。 

 

まとめ 
本書は効率化に疲れた現代人への処方箋です。短期的利

益より長期的な知的資産を、他者の評価より自分の好奇

心を選ぶ生き方。経営においても、すぐ成果が出る施策

ばかりでなく、一見無駄に見える教養への投資が独自の

競争力となります。AI 時代だからこそ、人間にしかでき

ない「無駄を楽しむ余裕」が最大の武器になるのかもし

れません。忙しい経営者にこそ、立ち止まって考える機

会を与えてくれる一冊です。 

 

すぐ役に立つものは 
すぐ役に立たなくなる 

著者：荒俣 宏 

単行本：328 ページ 

出 版：プレジデント社 

価 格：1,980 円（税込） 
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チェック項目 
 
 

No チェック項目 YES NO 

1 
自社で「36 協定（時間外協定）」で定めた残業時間が、月 45 時間・年 360 時間

の上限以内で運用されていますか？ 
  

2 
特別条項付き協定を締結している場合、その発動回数や理由を毎年確認していま

すか？ 
  

3 
フレックスタイム制や裁量労働制など、時間に柔軟性を持たせる勤務制度を導入

していますか？ 
  

4 
フレックスタイム制や裁量労働制を導入している場合、対象者の職務内容・同意

書などを明確に管理できていますか？ 
  

5 
従業員が自分の意思で勤務スケジュールを選択できるような制度（例：勤務時間

帯の選択、短時間勤務など）を整えていますか？ 
  

6 
制度導入時に「本人の同意が自発的であること」や「撤回できる仕組み」を明文

化していますか？ 
  

7 
長時間労働や休日出勤が続いた従業員に対して、面談・休養勧奨・医師面接など

の健康管理措置を実施していますか？ 
  

8 
勤務間インターバル制度（終業から次の始業までに一定の休息時間を確保する仕

組み）を導入または検討していますか？ 
  

9 
副業・兼業に関する社内ルール（申請・承認・労働時間通算など）を明確にして

いますか？ 
  

10 
「柔軟な働き方」と「健康確保」を両立するための社内方針（理念・指針・行動

計画等）を策定・発信していますか？ 
  

 

FAX のご返送は 0993-26-3770 まで 

 

貴社名  ご担当者名  

ご住所  E-mail  

TEL  ご要望を 

お書きください 
 

FAX  

 

  

労働時間規制に関する 

現状チェックシート 

2025 年版チェックシート 

労働時間規制に関して貴社の現状を確認するためのチ

ェックシートです。 
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現在公募中の補助金 

その他多数 !! 

◆◆◆ 補助金採択実績 ◆◆◆ 
 

2023. 10. 25 鹿児島県「サービス業販路開拓・生産性向上支援事業費補助金」2 件が採択されました。 

2022. 9. 1 鹿児島県「サービス業販売チャネル新規開拓・生産性向上支援事業費補助金」が採択されました。 

2021. 12.  6 「かごしま中小企業DX 推進事業費補助金」が採択されました。 

2021. 9. 22 鹿児島県「サービス業販売チャネル新規開拓・生産性向上支援事業費補助金」が採択されました。 

2014～2021 事業再構築補助金（2 件）、ものづくり補助金（3 件）、小規模事業者持続化補助金（1 件）、 

 省エネ促進事業費補助金（1 件）経営革新計画（3 件）、創業補助金（2 件）、 

 エイジフレンドリー補助金（1 件）が採択を受けました。 

補助金・助成金情報  

補助対象となる取組み、補助対象経費 補助率、補助額 

1 

【 12/26 受付開始〜Ｒ８.１/30 締切 第２2 次公募申請受付中 】 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 

革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための 

設備投資等を行うとき 

製品・サービス高付加価値枠 

（通常類型）補助額 

750 万円（常勤従業員5人以下）～ 

1,250 万円（常勤従業員21人以上） 

補 助 率：原則1/2 (最大 2/3) 

2 

【 随時受付中 】 

中小企業省力化投資補助金 (カタログ注文型） 

「簡易で即効性がある省力化投資」を促進 人手不足解消に効果がある汎用

製品を導入するための事業費等の経費の一部を補助 

補 助 率：１/２以下 

補助上限：従業員数に応じて 

200万円～1,000万円 

厚生労働省の助成金 

助成対象となる取組み １人あたりの助成額 

１ 35～59 歳の中高年層・60 歳以上・母子家庭の母などを雇い入れたとき 最大60 万円 

２ 発達障害者、難病患者を雇い入れたとき 最大120 万円 

３ 男性従業員が特定の期間に連続5 日以上の育児休業を取得したとき（1 回まで） 最大127 万円 

４ 従業員が育児休業を取得し、原職等に職場復帰させたとき（申請上限2 人） 最大62 万円 

５ 従業員が介護休業を取得し、原職等に職場復帰させたとき（申請上限5 人） 最大100 万円 

６ 70 歳以上へ定年年齢を引上げたとき 最大105 万円 

７ 定年制を廃止したとき 最大160 万円 
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今月の人事情報ステーションはいかがでしたか？ 

来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 

今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

また、お知り合いの経営者様をご紹介いただける場合は、 

「お客様紹介専用リンク」からご案内ください。          ➡「お客様紹介専用リンク」 
 

黒ヂョカ メディア情報 

今年は、可愛がってくださった会長様方の訃報が続き、少し寂
しい年でもありました。 
昭和の価値観を引きずりながらも、思いやりのある優しいまな
ざしで、私が駆け出しの頃から見守ってくださった方や、「先
生、あとは頼むわ！」の一言で豪快な会長様など、彼らとの日々
は今では良い思い出です。 

一方で、新しい出会いもたくさんありました。 
事業承継した若社長や、勢いのある起業家の皆さん。 
スマートでデジタルに強い彼らですが、持ち込まれる悩みは意
外と泥臭い「人」のことばかり。 

結局、天国の会長たちが私にご助言くださったように、今度は
私が、新規創業や２代目・３代目社長達の成長を、ご助力でき
たらと感じています。 

「ＡＩが台頭して時代は変わっても、人の悩みは変わらない」。
そう呟きながら、来年も走り続けます(*^^*) 

今年残り少ないですが、よろしくお願いいたします 
そして、来年も引き続きよろしくお願いいたします<(_ _)> 
 

 

Web 最新情報 

2025.12.10 働く人が減る時代の企業の“在り方” 

（ブログ） 

2025.12.03 日本発信の経済論～松下幸之助先生

に学ぶ「ことから人へ」～（ブログ） 

2025.11.26 「論語と算盤」～渋沢栄一が説いた、

道徳と経済の一致～（ブログ） 

2025.11.19 日本発信の経済論～松下幸之助先生

に学ぶ「ことから人へ」～（ブログ） 

2025.11.12 【労務管理の落とし穴】有期雇用契

約の終了で失敗しないための3 つの

チェックポイント（コラム） 

2025.11.07 退職証明書 Q&A 退職時にもらう

べき重要書類を解説！（コラム） 

  

上岡ひとみ経営労務研究所         代表 上岡 ひとみ 

お問合せ 

メール ： info@e-sr.net 

chatwork ID ： 243128 

公式 Instagram ： KAMIOKA_SR 

弊所 Web サイト ： URL：https://e-sr.net/ 

お問合せページ ： https://e-sr.net/contact/ 

 

 

 

 

 

 

 
当事務所のインスタ 

フォローお願いします 

営業時間 平日 9:00～17:00 

所在地・連絡先 

指宿 
〒891-0403 鹿児島県指宿市十二町43-7 

Tel 0993-24-3128 / Fax 0993-26-3770 

 

 

 

 

 

https://e-sr.net/ 

鹿児島 

サテライトオフィス 

〒890-0056 鹿児島県鹿児島市下荒田3-43-8 高原ビル 2F 

Tel 099-813-8378 / Fax 099-813-8379 

 

お気軽に 

お問合せください 

「労務相談」「社会保険手続き」「給料計算」ご相談がご

ざいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。ま

た、お困りごとに対応できる専門家をご紹介することも

可能です。「夫婦喧嘩」以外のご相談は、当事務所へ。 


